
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

無権代理人の責任 宅建 H11-07-4 ≪#614≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａが、Ａ所有の 1 棟の賃貸マンションについてＢに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせ

ていたところ、Ｂが、そのマンションの 1 戸をＡに無断で、Ａの代理人として賃借人Ｃに売却した。

Ｃは、Ｂの行為が表見代理に該当する場合であっても、Ａに対し所有権移転登記の請求をしな

いで、Ｂに対しＣの受けた損害の賠償を請求できる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 正しい 

 

≪ポイント≫ 無権代理人の責任 【★基礎必須】 

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得

たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 （民

法 117 条 1 項） 

 

 

⇒ 表見代理は相手方保護のための制度であって、その主張をするかどうかは相手方の選

択に委ねられる。 

 

相手方は、表見代理を主張せず、無権代理人に責任追及（履行又は損害賠償請求）

することができる。 

 


